
亀寿の郷 指定介護老人福祉施設 

ユニット型亀寿の郷 指定介護老人福祉施設  料金表   

 

１カ月分のご利用料金総額の目安(別表①＋②＋③の合計)  

従来型多床室 第４段階 第３段階－② 第３段階－① 第２段階 第１段階 

要介護１ \106,295 \84,545 \63,245 \55,445 \41,645 

要介護２ \108,624 \86,874 \65,574 \57,774 \43,974 

要介護３ \111,056 \89,306 \68,006 \60,206 \46,406 

要介護４ \113,385 \91,635 \70,335 \62,535 \48,735 

要介護５ \115,680 \93,930 \72,630 \64,830 \51,030 

 

ユニット型個室 第４段階 第３段階－② 第３段階－① 第２段階 第１段階 

要介護１ \142,983 \114,903 \93,603 \71,103 \68,403 

要介護２ \145,312 \117,232 \95,932 \73,432 \70,732 

要介護３ \147,812 \119,732 \98,432 \75,932 \73,232 

要介護４ \150,176 \122,096 \100,796 \78,296 \75,596 

要介護５ \152,471 \124,391 \103,091 \80,591 \77,891 

※介護保険負担割合１割で計算しています 

※この利用料金表は３０日分として計算しています 

 

 

 

 

 

 

 



(別表)料金内訳 

①施設介護サービス費  ３０日分 ※介護保険負担割合１割の場合 

静岡県藤枝市 7級地 1単位＝10.14円   ※小数点以下の計算もあるため、多少前後します 

 従来型 ユニット型 

要介護１ \22,645 \24,803 

要介護２ \24,974 \27,132 

要介護３ \27,406 \29,632 

要介護４ \29,735 \31,996 

要介護５ \32,030 \34,291 

 

加算の内訳 

従来型  

基本サービス費(介護度別・日毎) 

日常生活継続支援加算Ⅰ (36単位／日) 

看護体制加算Ⅰ+Ⅱ (6単位+13単位／日) 

夜勤職員配置加算Ⅲ (28単位／日) 

認知症専門ケア加算Ⅰ (3単位／日) 

※褥瘡マネジメント加算ⅠorⅡ (3単位 or13単位／月) 

※排せつ支援加算ⅠorⅡorⅢ (10単位 or15単位 or20単位／月) 

科学的介護推進体制加算Ⅱ (50単位／月) 

処遇改善加算Ⅰ (Ａの 8.3％) 

特定処遇改善加算Ⅰ (Ａの 2.7％) 

ベースアップ等支援加算 (Ａの 1.6％) 

 

 ユニット型 

基本サービス費(介護度別・日毎) 

看護体制加算Ⅰ+Ⅱ (6単位+13単位／日) 

夜勤職員配置加算Ⅳ (33単位／日) 

サービス提供体制強化加算Ⅱ (18単位／日) 

※褥瘡マネジメント加算ⅠorⅡ (3単位 or13単位／月) 

※排せつ支援加算ⅠorⅡorⅢ (10単位 or15単位 or20単位／月) 

科学的介護推進体制加算Ⅱ (50単位／月) 

処遇改善加算Ⅰ (Ｂの 8.3％) 

特定処遇改善加算Ⅰ (Ｂの 2.7％) 

ベースアップ等支援加算 (Ｂの 1.6％) 

 

※褥瘡マネジメント加算はその計画・評価に基づき算定がⅠ(3単位)又はⅡ(13単位)のいずれかとなります。 

この料金表ではⅠでの算定としています 

※排せつ支援加算はその計画・評価に基づき算定がⅠ(10単位)又はⅡ(15単位)又はⅢ(20単位)のいずれかと 

なります。この料金表ではⅠでの算定としています 

A 

B 



  

②食費、居住費 実費請求となります  

                               

利用者負担段階 食費 居住費(従来型多床室) 居住費(ユニット型個室) 

第４段階 

(認定対象外又は未申請) 

\1,600 

\48,000 

\855 

\25,650 

\,2006 

\60,180 

第３段階－② 

 

\1,360 

\40,800 

\370 

\11,100 

\1,310 

\39,300 

第３段階－① 

 

\650 

\19,500 

\370 

\11,100 

\1,310 

\39,300 

第２段階 

 

\390 

\11,700 

\370 

\11,100 

\820 

\24,600 

第１段階 

 

\300 

\9,000 

\0 

\0 

\820 

\24,600 

介護保険施設を利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成（補足給付）があります。 

認定されると負担段階に応じて食費・居住費が軽減されます。 

申請並びにお問い合わせはお住いの市町へお願いします。 

 

 

 

③日用品費・医療費 実費請求となります(円) 

  \10,000/月 ※おおよその目安です 

タオル、歯ブラシ等日常生活上必要なものをご用意しています。選択制で日額計算にて料金設定しています。 

また、個人使用の家電製品の電気代も日額計算にて料金設定しています。 

 

亀寿の郷かかりつけ医の医療費並びに医療品費は亀寿の郷ご利用料金と共にご請求いたします。 

(かかりつけ医以外へかかる場合はその都度ご家族様により直接お支払いをお願いします) 

 

その他亀寿の郷よりご用意するものはその都度実費ご請求いたします。 

 

※嗜好品のご用意はご家族様によりお願いいたします。 

 

 

上段   日額 

下段  30 日分 
（円） 


